
太田市消防水利設置指導要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、太田市の開発事業に対し、消防活動上必要な消防水利の設置指導及び維持管

理に関する事項について定めるものとする。 

（適用範囲） 

第２条 次の開発行為について適用する。ただし、自己の居住用の開発事業は適用しない。 

⑴ 都市計画法に基づく開発区域の面積が１，０００㎡以上となる開発事業 

⑵ 太田市の開発事業指導要綱に基づき適用される開発事業 

⑶ 開発面積が１，０００㎡未満であっても特に太田市消防本部が消防水利施設を必要と認める

開発事業 

（事前協議） 

第３条 開発事業を行う事業者は、事前に消防水利について必要な事項を明記し、消防本部警防課

と緊密な連絡協議を行いその指示に従うこと。 

２ 第１項の規定による協議が成立したときは、事業者と太田市長との間で協議書（様式第１号）

を取り交わすものとする。 

（意見書の交付） 

第４条 市長は、事業の計画及び施工に関し、消防水利についての意見を太田市開発事業指導要綱

意見書に記入して、事業者に交付するものとする。 

第５条 開発事業に伴い設置する消防活動上必要な消防水利は、消防水利の基準を定める告示（昭

和３９年１２月１０日消防庁告示第７号。以下「消防水利の基準」という。）に基づき設置するも

のとする。 

（消防水利の種類及び型式） 

第６条 防火水槽は、消防水利の基準及び国が行う補助の対象となる消防施設の基準額（昭和２９

年総理府告示第４８７号）第２条に基づき次に定めるものとする。 

⑴ 設置場所が、自動車の進入が予想されない公園、宅地等にはⅠ型（地下式又は半地下式「地

表面の高さ０．５ｍ以下のものをいう。」）を設置すること。 

⑵ その他の場所にはⅡ型（地下に設けるもので、２０ｔ又は２５ｔの自動車荷重が載荷される

もの）を設置すること。 

２ 消火栓は、消防水利の基準による他、群馬東部水道企業団が指定したものとする。 

３ その他の水利は、消防水利の基準に従い次のものとする。 

⑴ 防火井戸 

⑵ プール 



⑶ 池・沼 

⑷ 河川 

⑸ 前各号に掲げるもののほかの水利 

（消防水利の適合条件） 

第７条 水利は、消防ポンプ自動車が容易に接近し、取水できるもので次に掲げる条件に適合する

ものとする。 

⑴ 公設消火栓の水量は、毎分１立方メートル以上の取水量で、かつ、連続して４０分以上使用

できるもの。 

⑵ 消火栓以外の水利 

ア 原則として公道に面すること。 

   イ 地盤面からの落差が４．５メートル以下のもの。 

ウ 取水部分の水深が０．５メートル以上のもの。 

エ 吸管投入孔のある場合は、直径０．６メートル以上又はその一辺が０．６メートル以上の

もの。 

オ 水量は、放水量が毎分１立方メートルで４０分間以上使用できるもの。 

カ 年間を通して取水可能であること。 

⑶ 設置位置 

    消防水利の設置位置は、消防水利の不足する区域を充足できる位置とし、防火対象物から一

の消防水利に至る距離が次の表に掲げる数値以下になるよう設けるものとする。 

開発地域の用途地域 消防水利に至る距離 

近接商業地域 

商業地域 

工業地域 

工業専用地域 

１００メートル 

その他の用途地域及び用途地域の定められてい

ない地域 
１２０メートル 

（水利標識の設置） 

第８条 消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第３４条の２に基づき設置すること。 

（消防水利の維持管理） 

第９条 消防水利の維持管理は、次によるものとする。 

⑴ 防火水槽は、非自己用、自己用の開発行為で区分し、非自己用にあっては工事完了後におい



て太田市消防本部が管理し、自己用にあっては開発者が維持管理する。 

⑵ 消火栓は、工事完了後、太田市消防本部が管理する。 

⑶ その他の水利は、太田市消防本部と開発者で協議して決定する。 

（土地の帰属付） 

第１０条 土地の帰属は、次によるものとする。 

⑴ 非自己用の開発行為による防火水槽の土地 

   ア 地目 

原則として雑種地とする。ただし、道路・公園等に設置したときは市と協議して決定する。 

   イ 面積 

防火水槽基礎敷より周囲６０ｃｍの空地をとり、公道に面するまでの面積とし境界杭等

により区域を明確にする。 

   ウ その他 

太田市開発事業指導要綱によるものとする。 

⑵ 自己用の開発行為による防火水槽の土地は、原則として開発者の土地とする。ただし、災害

時は太田市消防本部が使用できるものとする。 

⑶ 消火栓の土地は、公道設置のため道路敷として帰属させる。 

⑷ その他の消防水利の土地は、帰属について太田市消防本部と開発者で協議して決める。 

（消防水利の緩和及び免除） 

第１１条 開発事業に伴い設置予定になっている消防水利及び公設消防水利の設置予定箇所を基

点とし、その有効範囲内に新たな開発事業が生じた場合は、事業者相互において話し合いをし、

前開発者が合意したときは、当該消防水利が完成したあと、後者の開発事業は消防水利の設置を

免除する。 

２ 開発場所近隣に消防水利があり、その有効範囲が開発区域すべてを満たした場合は消防水利の

設置を免除する。ただし、近隣の消防水利が消火栓のみに偏している場合は、太田市消防本部の

指示を受けること。 

⑴ 自己用の開発行為による消防水利の免除等。 

ア 開発面積３，０００㎡未満の開発事業の場合、近隣の消防水利の有効範囲が３分２以上充

足すれば、消防水利の設置を免除する。 

イ 開発面積２０，０００㎡以上で消防法第１７条の規定により消防用水が必要となる場合、

その充足部分は免除する。 

ウ 消防法第１７条の規定により消火設備の水源（受水槽）を設置する場合は、次により併用

できる。 



(ア) 公道に面し、消防自動車が容易に接近できる位置であること。 

(イ) 容量は、受水槽の必要量を加算した容量とする。 

⑵ その他、太田市消防本部が支障ないと認めた場合 

（工事着工届） 

第１２条 消防水利施設の工事着工は、工事の７日前に工事着工届（様式第２号）により 

届け出すること。 

（消防水利の検査） 

第１３条 中間検査は、防火水槽のみを実施し検査事項は防火水槽検査表（別表）に定める検査と

する。 

２ 完成検査は、防火水槽・消火栓・その他の水利をすべて実施する。 

（工事完了届） 

第１４条 消防水利施設の工事完了は、完成検査を受けてから７日後までに工事完了届（様式第３

号）により届け出ること。 

（消防水利の引継） 

第１５条 非自己用の開発行為による防火水槽施設の引継は、土地の帰属が確認された後、公共施

設引継書（様式第４号）により行うこと。 

２ 消火栓施設の引継ぎは、完成検査合格後、公共施設引継書（様式第４号）により行うこと。 

３ その他の消防水利の引継は、太田市消防本部と開発者で協議して決定する。 

４ 市長は、帰属した公共施設について、公共施設請書（様式第５号）を事業者に交付するものと

する。 

（事務処理） 

第１６条 消防水利設置の事務処理は、次により行う。 

⑴ 協議書 

⑵ 工事着工届 

⑶ 中間検査（防火水槽のみ） 

⑷ 完成検査 

⑸ 工事完了届 

⑹ 土地の帰属（自己用防火水槽、消火栓を除く） 

⑺ 公共施設引継 

⑻ 公共施設請書の交付（太田市消防本部より開発者へ送付する） 

附 則 

 （施工期日） 



１ この要綱は、平成１７年３月２８日より施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施工の前日までに、合併前の太田市開発事業指導要綱（昭和５９年太田市告示第２

６号）、尾島町開発事業指導要綱（平成４年４月１日施工）、新田町宅地開発指導要綱（昭和５３

年２月１日制定）又は藪塚本町土地開発指導要綱（昭和５０年１０月１日施工）の規定よりなさ

れた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則 

 （施工期日） 

１ この要綱は、平成１９年４月１日より施行する。 

 （施工期日） 

１ この要綱は、令和７年６月１日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表） 

防 火 水 槽 検 査 表 

 

検 査 事 項 区   分 備   考 

１ 掘削工事 写  真 工事完了届に添付 

２ 基礎工事 写  真 工事完了届に添付 

３ 本体部材接合工事 写  真 工事完了届に添付 

４ 本体部材据付工事 写  真 工事完了届に添付 

５ 据付工事完了 現場検査及び写真 
３日前までに電話連絡 

（0276-33-0203） 

６ 
水張り 

（原則自主検査） 

写  真 

防火水槽周囲を撮影 

水張り水位を撮影 

検査後、警防課に提出 

※ 写真（日付入り） 

※ 現地検査実施の場合もあり 

７ 
水張り経過 

（原則自主検査） 

写  真 

防火水槽周囲を撮影 

水張り７日後水位を撮影 

検査後、警防課に提出 

※ 写真（日付入り） 

※ 現地検査実施の場合もあり 

８ 埋め戻し工事 写  真 

工事完了届に添付 

水張り経過の写真を提出後

に施工 

９ 完成検査 現場検査及び写真 
合同検査実施 

（市関係各課、消防署） 



様式第１号その１（第３条関係） 

  （消火栓） 

 

 

 協   議   書 

 

申請人は開発行為により、新たに設置する消火栓について太田市長との間に、その設 

置及び管理について協議の結果、下記のとおり協議が成立したことを確認する。 

 

    年  月  日 

 

太田市長             印 

 

 

 

                   住  所 

               申請人 氏  名             印 

                   電  話 

 

 

記 

 

１ 工事の場所及び面積                         ㎡ 

 

２ 開発の名称 

 

３ 消火栓  地下式（単口・双口） 設置水道管径    ㎜    基 

（１） 設置に関する経費は、申請人負担とする。 

（２） 消火栓の技術的規格は、群馬東部水道企業団の指示に従い設置する。 

（３） 消火栓の維持管理は、太田市消防本部とする。 

 

４ 申請人は、次の関係図書を添付する。 

（１） 案内図 

（２） 土地利用計画図 

（３） 消火栓の位置図 

（４） 構造図 

 



様式第１号その２（第３条関係） 

                               （自己用防火水槽） 

 

協   議   書 

 

申請人は開発行為により、新たに設置する貯水施設（消防の用に供するもの）につい

て太田市長との間に、その設置及び管理について協議の結果、下記のとおり協議が成立

したことを確認する。 

 

    年  月  日 

 

太田市長             印 

 

 

 住  所 

               申請人 氏  名             印 

                   電  話  

 

 

記 

 

１ 工事の場所及び面積                         ㎡ 

 

２ 開発の名称 

 

３ 防火水槽   ㎥級有蓋（空地用・道路用・公園用）     基 

（１） 設置に関する経費は、申請人負担とする。 

（２） 防火水槽の用に供する土地の所有権は申請人とし、使用は太田市消防本部とする。 

また、使用後の補水は使用した消防署とする。 

（３） 防火水槽の規格は、国が行う補助対象施設の基準額告示関係に適合すること。 

（４） 防火水槽施工上の検査は、防火水槽検査表（別表）による。 

（５） 防火水槽の維持管理は申請人とし、消防水利標識を設置する。 

 

４ 申請人は、次の関係図書を添付する。 

（１） 案内図 

（２） 土地利用計画図 

（３） 構造図



様式第１号その３（第３条関係） 

                              （非自己用防火水槽）                             

 

協   議   書 

 

  申請人は開発行為により、新たに設置する貯水施設（消防の用に供するもの）につい 

て太田市長との間に、その設置及び管理について協議の結果、下記のとおり協議が成立 

したことを確認する。 

 

    年  月  日 

 

太田市長           印 

 

 住  所 

                 申請人 氏  名           印 

                     電  話  

 

記 

 

１ 工事の場所及び面積                         ㎡ 

 

２ 開発の名称 

 

３ 防火水槽    ㎥級有蓋（空地用・道路用・公園用）    基 

（１） 設置に関する経費は、申請人負担とする。 

（２） 防火水槽の用に供する土地を当該市に帰属する。 

（３） 防火水槽の規格は、国が行う補助対象施設の基準額告示関係に適合すること。 

（４） 防火水槽施工上の検査は、防火水槽検査表（別表）による。 

（５） 防火水槽の管理は、太田市消防本部とする。 

（６） 申請人は、消防水利標識を設置する。 

 

４ 申請人は、次の関係図書を添付する。 

（１） 案内図 

（２） 土地利用計画図 

（３） 防火水槽の位置図 

（４） 構造図 

  



様式第２号（第１２条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

  太田市長 

             様 

 

 

                    住 所  

               申請者  氏 名  

                    電 話  

 

 

            工  事  着  工  届   

 

 新たに設置する消防水利施設を下記のとおり着工するのでお届けします。 

 

記 

 

１ 工事の場所 

 

２ 開発の名称 

 

３ 工 事 期 間       着工      年  月  日 

完成      年  月  日 

 

４ 消防水利施設       防火水槽     ㎥    基 

 

               消火栓 設置水道管径    ㎜    基 

 

               その他 

 

５ 工事施工業者       住 所 

               氏 名又は名称 

               電 話  

 

※ その他欄は、防火水槽・消火栓以外の水利を利用する場合に水利名及び基数を記入す

ること。 



様式第３号（第１４条関係） 

 

  年  月  日 

 

 

  太田市長 

              様 

 

 

                     住 所  

                申請者  氏 名  

                     電 話  

 

              工 事 完 了 届 

 

  新たに設置した消防水利施設が下記のとおり工事が完了したのでお届けします。 

 

記 

 

１ 工 事 の 場 所 

 

２ 開 発 の 名 称 

 

３ 工事完成年月日         年  月  日 

 

４ 消防水利施設      防火水槽     ㎥    基 

 

              消火栓 設置水道管径    ㎜    基 

 

              その他 

 

５ 工事施工業者     住 所 

              氏 名（名称） 

              電 話 

 

６ 関 係 図 書     工事写真を添付すること。 

 

 



様式第４号（第１５条関係） 

 

                               年  月  日 

 

  太田市長 

                様 

 

 

                    住 所 

                申請者 氏 名            印 

                    電 話 

 

 

 

             公 共 施 設 引 継 書 

 

 申請人は開発行為により、新たに設置された下記公共施設の維持管理について、太田

市に引き継ぐことを確認いたします。 

 

記 

 

１ 工 事 の 場 所 

 

２ 開 発 の 名 称 

 

３ 完成検査年月日           年  月  日 

 

４ 公共施設          防火水槽     ㎥    基 

 

                消火栓 設置水道管径    ㎜     基 

 

                その他 

 

５ 関係図書          公共施設等平面図 

 

 

 

 



様式第５号（第１５条関係） 

 消 本 警 第     号  

    年  月    日  

 

 

 様 

 

 

                        太田市長         印 

 

 

公 共 施 設 請 書 

 

  このことについて、    年  月  日付提出のありました公共施設引継書に 

基づき、次のとおり請け入れます。 

 

１ 公共（公益）施設の表示 

 

（１） 名 称 

 

 

（２） 住 所 

 

 

（３） 公共施設 

    防火水槽（容量       ㎥）   基 

消火栓（設置水道管径    ㎜）   基 

 

２ 受入条件 

  引継ぎ後 1年間は申請者において設計施工上の瑕疵を担保すること。 

 

３ その他参考事項 


